通訳業務委託契約書

本通訳業務委託契約（以下「本契約」という。）は、●●（以下「甲」という。）と、●●（以下「乙」という。）との間で、以下のとおり締結される。

第1条（目的）
甲は乙に対し、甲が必要とする通訳業務（第2条に定める）を委託し、乙はこれを受託して誠実に遂行することを目的とする。

第2条（業務内容）
1　乙が本契約に基づき行う業務（以下「本業務」という。）は、以下のとおりとする。
<ul> <li>甲が指定する会議、商談、イベント、オンライン会議等における逐次通訳または同時通訳</li> <li>関連資料の確認、専門用語の把握など通訳に必要な事前準備</li> <li>甲が合理的範囲で依頼する上記に付随する業務</li> </ul> 
2　本業務の詳細（日時、場所、対応言語、必要時間、使用ツール等）は、個別の発注書または甲乙間の書面・メールで協議の上定める。

第3条（委託形態）
1　本業務は、乙が独立した事業者として自己の責任と裁量により遂行するものとし、甲は乙に対して指揮命令を行わない。
2　乙は、本契約が労働契約その他これに類する法律関係を構成しないことを確認する。

第4条（再委託）
1　乙は、本業務を第三者に再委託してはならない。
2　ただし、甲の事前の書面承諾がある場合、この限りでない。

第5条（報酬および支払条件）
1　本業務の報酬は、以下のいずれかを基準として甲乙間で個別に定める。
<ul> <li>時間単価（例：1時間あたり●●円）</li> <li>半日・1日単位の拘束報酬</li> <li>案件ごとの個別見積報酬</li> </ul> 
2　甲は、乙からの請求書受領後、●●日以内に乙の指定口座へ振込により支払う。
3　振込手数料は甲負担とする。

第6条（交通費・出張費等）
1　本業務の遂行に必要な交通費、宿泊費等については、事前に甲乙で協議の上、甲が負担する。
2　乙は、実費精算に必要な領収書等を甲に提出するものとする。

第7条（秘密保持）
1　乙は、本業務に関連して知り得た甲の情報を秘密として保持し、甲の事前承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならない。
2　本条の義務は、本契約終了後も●年間存続する。
3　秘密保持の内容については、別途締結する秘密保持契約がある場合には当該契約を優先する。

第8条（成果物と権利帰属）
1　通訳という業務の特性上、原則として成果物は発生しないものとする。
2　甲から資料、台本、会議内容等を提供した場合、その知的財産権は全て甲に帰属する。
3　乙は、甲の資料等を本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

第9条（業務遂行における注意義務）
1　乙は、プロの通訳者としての専門的技能、知識、倫理に基づき、善良な管理者の注意義務をもって本業務を遂行する。
2　乙は、体調不良などやむを得ない事情により本業務を実施できない場合、速やかに甲へ通知し、代替案の協議に応じるものとする。

第10条（遅延・不履行）
1　乙が正当な理由なく業務を遂行できない場合、甲は必要な損害賠償を請求できる。
2　ただし、不可抗力による場合はこの限りでない。

第11条（キャンセルポリシー）
1　本業務が甲の都合でキャンセルされた場合、以下のキャンセル料を支払う。
<ul> <li>当日：報酬額の100％</li> <li>前日：報酬額の50％</li> <li>2日前以前：無料</li> </ul> 
2　日程変更は、甲乙の協議により調整するものとする。

第12条（禁止事項）
乙は、以下の行為を行ってはならない。
<ul> <li>通訳内容の録音・録画・保存・複写を行うこと（甲の承諾がある場合を除く）</li> <li>本業務を通じて知った情報のSNS等への投稿</li> <li>虚偽の報告、業務遂行に支障を及ぼす行為</li> </ul> 

第13条（損害賠償）
乙が本契約に違反し、甲に損害を与えた場合、乙は当該損害（弁護士費用含む）を賠償するものとする。

第14条（契約期間）
1　本契約の有効期間は、契約締結日より●年間とする。
2　期間満了の30日前までに甲乙いずれかから更新拒絶の意思表示がない場合、同一条件で自動更新される。

第15条（契約解除）
甲乙は、相手方が以下のいずれかに該当する場合、催告なしに直ちに本契約を解除できる。
<ul> <li>本契約に重大な違反があり、相当期間内に是正されないとき</li> <li>破産、民事再生等の申立てがあったとき</li> <li>業務遂行が客観的に困難と判断される事情が発生したとき</li> </ul> 

第16条（反社会的勢力の排除）
1　甲乙は、自らおよび関係者が反社会的勢力でないことを表明し、将来にわたり該当しないことを保証する。
2　違反した場合、本契約を直ちに解除できる。

第17条（不可抗力）
天災、感染症、戦争、法令改正、通信障害等の不可抗力により本業務の履行が不能または遅延した場合、当事者はその責任を負わない。

第18条（協議事項）
本契約に定めのない事項や疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し解決する。

第19条（準拠法および管轄）
本契約に関する準拠法は日本法とし、紛争が生じた場合は、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。

署名欄
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

●年●月●日

【甲】
住所：
名称：
代表者名：

【乙】
住所：
名称：
代表者名：

